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１ プラスチックに係るごみの分別変更について

長崎市では、ゼロカーボンと地域内資源循環の促進を目的に、令和８年10月１日から市内全域（一部４月開始地区あり）で、

「プラスチック製容器包装」と「プラスチック製品」廃棄物を一括して回収し、「プラスチック製品」は市内の事業所において

再商品化を行います。

 このプラスチックの一括回収の実施に伴い変更となる主な事項は、次のとおりです。

⑴ 収集区分

◎ 指定袋は「プラスチック製容器包装」から「プラスチックごみ」に名称を変更する予定です。

◎ 収集の方法や回数、曜日は現行と変更ありません。

◎ 従来の指定袋「プラスチック製容器包装」でも当分の間、「プラスチックごみ」を出すことができます。

◎ 分別収集及び再商品化を著しく阻害する「リチウムイオン蓄電池を使用する機器等」、「ライターやスプレー缶等の発火の 

危険性があるもの」、「注射針等の人に感染するおそれのあるもの」及び「カッターや包丁等の刃物類」はこれまでと同様

に禁忌品として取り扱います。
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⑵ 計画収集体制
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⑶ 処理方法

    ア 処理施設

Ｎ ＬＯＯＰ株式会社 神ノ島事業所（長崎市神ノ島町３丁目１８９番地４９）

施設の位置

神の島公園
ソフトボール場

長崎市
西部下水処理場

長崎市
西工場

長崎市立
小榊小学校
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    イ 処理工程

プラスチック製容器包装

収集見込量

５,０００ｔ/年

プラスチックごみ

長崎市指定
（家庭用）

プラスチック製品

収集見込量

２,０００ｔ/年

ケミカル
リサイクル

プラスチック類を
コークス炉という
高温を使う製鉄施
設を利用して、燃
やさず、化学的に
熱分解する方法

再商品化製品

利用事業者へ売却

公益財団法人
日本容器包装
リサイクル協会

へ引渡し

再商品化 （破砕処理）

ベール化 （圧縮・梱包）

選別

残渣物

（一般廃棄物として処理）

残渣物

（産業廃棄物として処理）

プラスチック製容器包装

プラスチック製品
※ 将来的に神ノ島事業所での

リサイクル実施を検討

N LOOP株式会社
神ノ島事業所
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⑷ 今後のスケジュール

令和７年７月 Ｎ ＬＯＯＰ株式会社による再商品化施設の建設開始

令和７年９月 直営地区及び委託地区の収集者へ分別の基準について説明開始

令和７年10月 ４月開始地区を対象に分別変更に関する地元説明の開始

令和７年12月 年末年始ごみ収集のお知らせに分別変更に関する記事を掲載

令和８年１月 ごみステーションに掲示する看板等の修正開始

令和８年２月 Ｎ ＬＯＯＰ株式会社の再商品化施設の建設完了

広報ながさきの折り込みチラシに分別変更に関する記事を掲載

令和８年３月 ＳＮＳ等による周知開始

令和８年４月 ４月開始地区におけるプラスチック一括回収の開始

10月開始地区を対象に分別変更に関する地元説明の開始

令和８年10月 市内全域におけるプラスチック一括回収の開始

⑸ 関係法令（抜粋）

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第６条

(地方公共団体の責務)

第六条 市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に

必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

２ 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるよう努めな

ければならない。

３ 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。
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参考 周知用チラシ案

表 裏
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